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  令和８年３月３１日一部改正 

令和８年４月１日一部改正 

令和８年度大津市潜在保育士等就職支援給付金支給基準 

 

給付金の名称  令和８年度大津市潜在保育士等就職支援給付金 

給付金の支給目的 保育人材の確保のため、新たに市内の保育所等に就職した者

に対し、その就職の時から一定期間までの間、潜在保育士等就

職支援給付金（以下「給付金」という。）として就労継続奨励金

及び就労定着支援金を支給することにより、その就職の定着を

図り、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 

定義 ⑴ 保育所等  

保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９

条第１項に規定する保育所（就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項の

認定を受けたもの（以下「保育所型認定こども園」という。）

を除く。））、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園

（認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こ

ども園をいう。）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第７条第５項に規定する地域型保育事業（同項に規

定する居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を除く。）を

行う事業所及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第３条第１項

の認定を受けた幼稚園型認定こども園をいう。 

⑵ 保育士等  

保育所等に勤務する保育士及び保育教諭をいう。 

給付金の支給対象者 ⑴ 就労継続奨励金の支給対象者 

令和７年１０月１日から令和８年９月３０日までの間におい

て、大津市内の保育所等に保育士等として新たに採用され、

勤務を開始した者（所定労働時間が１週間３０時間以上の者

に限る。）であって、その採用された日（以下「採用日」とい

う。）から引き続き市内の保育所等に勤務し、６か月を経過し



たものとする。ただし、次に掲げる者を除く。 

ア 採用日前の１年間に、保育士等として他の保育所等に勤

務していた者 

イ 採用日において、保育士資格取得日又は学校教育法第８

３条に規定する大学、同法第１０８条に規定する短期大学

若しくは同法第１２５条に規定する専修学校の専門課程を

卒業した日から１年が経過していない者 

⑵ 就労定着支援金の支給対象者 

  就労継続奨励金（令和７年度の本市における同様の趣旨の

奨励金を含む。）を受給した者であって、引き続き市内の保育

所等に勤務し、６か月を経過したものとする。 

給付金の請求 ⑴ 就労継続奨励金の請求 

採用日から６か月を経過した日以後に大津市潜在保育士等

就職支援給付金支給申請書兼就労継続奨励金請求書兼同意書

（様式第１号。以下「第１号交付申請書」という。）により請

求するものとする。 

⑵ 就労定着支援金の請求 

採用日から１年を経過した日以後に大津市潜在保育士等就

職支援給付金支給申請書兼就労定着支援金請求書兼同意書

（様式第２号。以下「第２号交付申請書」という。）により請

求するものとする。 

給付金の支給額 ⑴ 就労継続奨励金 ６０，０００円 

⑵ 就労定着支援金 ６０，０００円 

給付金の支給等 

 

⑴ 市長は、第１号交付申請書又は第２号交付申請書（以下「第  

１号交付申請書等」という。）を受理し、給付金の支給を決定

したときは、「大津市潜在保育士等就職支援給付金支給決定通

知書」（様式第３号）により、支給対象者に通知するものとす

る。 

⑵ 市長は、第１号交付申請書等を受理し、給付金の交付をし

ないことと決定したときは、「大津市潜在保育士等就職支援給

付金支給申請棄却（却下）決定通知書」（様式第４号）により、

申請者に通知するものとする。 



⑶ 市長は、第１号の通知をしたときは、当該通知をした日か

ら３０日以内に支給対象者に対して給付金を支払うものとす

る。 

⑷ 市長は、第１号の決定後に、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたことにより、給付金の交付の決定の全部若

しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに

付した条件を変更するときは、「大津市潜在保育士等就職支援

給付金支給決定取消通知書」（様式第５号）により、同号の通

知をした者に通知するものとする。 

⑸ 給付金に係る実績の報告は、第１号交付申請書等の提出を

もってなされたものとみなす。 

⑹ 給付金の額は、第１号の規定により通知した額で確定する

ものとする。 

⑺ 給付金の交付の請求は、第１号交付申請書等の提出をもっ

てなされたものとみなす。 

支給対象者の報告 支給対象者は、当該保育所等を退職等となったときは、速や

かにその旨を市長に報告しなければならない。給付金の受給後

も、同様とする。 

給付金の返還等 市長は、給付金の交付の決定を取り消したときは、支給対象

者に対し、「大津市潜在保育士等就職支援給付金返還通知書」（様

式第６号）により、期限を定めて、その返還を命ずるものとす

る。 

給付金の支給条件 給付金の総額が予算額を超える場合は、第１号交付申請書等

を申請した順に、予算の範囲内で交付する。 

給付金の終了時期 令和９年３月３１日 

給付金の申請期限 令和９年３月３１日 

様式 大津市潜在保育士等就職支援給付金支給申請書兼就労継続奨

励金請求書兼同意書（様式第１号） 

大津市潜在保育士等就職支援給付金支給申請書兼就労定着支

援金請求書兼同意書（様式第２号） 

大津市潜在保育士等就職支援給付金支給決定通知書（様式第

３号） 



大津市潜在保育士等就職支援給付金支給申請棄却 

（却下）決定通知書（様式第４号） 

大津市潜在保育士等就職支援給付金支給決定取消 

通知書（様式第５号） 

大津市潜在保育士等就職支援給付金返還通知書（様式第６号） 

担当部署 大津市こども未来部幼保支援課 
 


